
川崎市職員厚生会会員の自動車保険は

団体扱自動車保険５つのメリット

① 一般でご加入の場合よりも保険料が１３％割引！
② 現在ご契約のノンフリート等級も継承可能！
（無事故による割増引は継承されます。※一部の共済を除きます。）

③ 保険料のお支払いは給与天引き！
※退職者の方はご指定の口座から自動振替

④ 分割払でも分割割増なし
⑤ 同居のご家族の自動車もご契約対象に！

団体保険をご契約いただくには

・ご契約者は、川崎市職員厚生会会員・退職者の方となります。
・記名被保険者・車両所有者は、契約者ご本人、配偶者※、ご契約者
またはその配偶者の同居のご親族（別居の扶養親族を含みます。）の
いずれかであることが条件となります。
※内縁の相手方および同性パートナーを含みます（以下同様）
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＜ご注意いただきたいこと＞
★ご契約の内容は、普通保険約款・特約条項によって定まります。
★このチラシは団体扱自動車保険の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり（約款）」「重要事項 等説明書」などをご覧ください。
詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
★団体扱割増引率は川崎市職員厚生会会員団体扱自動車保険の 「ご契約台数」と「損害率」に応じて毎年算出され変動する場合があります。
★団体扱割引13％は保険始期が2023年7月1日～2024年6月30日のご契約に適用されます。
★団体扱契約としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパンの定める条件を 満たす場合のみとなります。

＜個人情報の取扱いについて＞
セントラル保険は、ご提出いただいた自動車保険証券、車検証およびお見積依頼書にご記載の個人情報をもとに、お客さまに最適なプランを
ご提案させていただきます。
ご提案に際しては、適切で分かりやすい資料にてご提案させていただくために、ご提出いただいた保険証券、車検証およびこのお見積依頼書
に関する個人情報を、セントラル保険が損害保険代理店委契約を締結している損保ジャパンへ提供する場合がありますので、ご同意のうえ
ご記載ください。

お見積依頼はこちらから！

損保ジャパン 取扱代理店 セントラル保険
ホームページ https://centralhoken.jp/

メールアドレス info-central@central-hoken.co.jp

電話番号 ０４４－２４４－８９３１

＼HPはこちら／

[引受保険会社 ]

横浜中央支店 川崎支社
〒212-0013
川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館10F
TEL：044-540-1223
受付時間：平日 午前9時～午後5時

【お問い合わせ先】

[ 取扱代理店 ]

株式会社 セントラル保険
〒210-0001

川崎市川崎区本町1-7-9

TEL：044-244-8931

受付時間：平日 午前9時～午後5時45分

SJ23-04597（2023/12/27）

故障運搬時車両損害特約

故障したおクルマの修理費を
最大100万円まで補償します！※

※車両保険が100万円を下回る場合は車両保険金額を上限とします。
【例】修理費80万円、車両保険金額110万円の場合、

80万円のお支払となります。

＼特設WEBサイト／

(注)「つながるドラレコ」とは、損保ジャパンが提供する
通信型ドライブレコーダーを指します。

※団体扱12回払の保険料(団体扱一
括払の場合、年間9,230円)です。


